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拝 啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

当法人は、消費者契約問題に関する調査、研究、消費者への情報提供等を通じて、消費者被害

の未然防止を目的に、消費者団体、消費生活専門相談員、学者、弁護士、司法書士などの消費者

問題専門家等により構成されているNPO法 人であり、消費者契約法第 13条に基づく適格消

費者団体であります。

さて、当法人において、貴社の使用する会員規約について、消費者保護の観点から検討をさせ

ていただきました結果、消費者契約法に鑑み、消費者の利益を害し不当ないし不適切 と思われる

文言がありました。

つきましては、別紙のとお り是正の申入れをさせていただきますので、お忙 しい中大変恐縮で

ありますが、ご検討の上、貴社の見解や対応につき、令和元年 7月 31日 (水)までに、当法

人宛に書面にてご回答くださいますようお願い申し上げます。

貴社のホームページを拝見いたしますと、貴社は「世界中に笑顔のあふれる食卓を」を企業理

念に掲げ、「食がもたらす価値」を提供 し「食の楽しみ」を世界に発信するとともに、CSR活動

にも力を入れ、社会に貢献できる企業を目指すなどと宣言されておられます。

貴社の将来をみすえた前向きで発展的な想いに照らせば、本申入れを契機に消費者の権利保

護の観点から、是正が必要と考える表示についての是正を前向きに御検討いただけるもの存 じ

ます。

当法人の活動の趣旨をご理解いただき、消費者被害の未然防止、救済のため、そして、貴社に

とっても当法人にとつても良き結果となりますようご協力いただきます と共に、重ねてお願い

申し上げます。

なお、本件につきましては、本書面の内容並びに貴社の回答の有無及び内容等を当法人のホー

ムページに公表させていただきます。

また、本書面の内容と結果を消費者庁に報告いたします。

敬 具



〈本件に関する問い合わせ先)

弁護士 野垣康之

〒790‐ 0001松山市一番町 4‐ 1‐ 16

ANNBILL3階野垣法律事務所

TEL:089‐ 913‐ 1266 FAX:089‐ 913‐ 1277



是正の申入れ事項

第 1 申入れの趣旨 (使用停止等を求める条項)

貴社の使用する会員規約 (以下「規約」といいます。)の うち、次の規定について使用停
止および改善を求めます。

1 規約中、第 7条 1項 2号 (途中解約)の規定については消費者契約法第 10条により無効

ですので、使用を停止し規定の改善を求めます。

2 規約中、第 10条 1項おいて「スタジオ内における制限・注意事項を次の通 りとします。」

と定めた上、同項 1号において、「会員の所有品 (貴重品を含む)は、会員の責任において

管理 してください。紛失、盗難、破損等が生 じた場合も、当社は一切の責任を負いません。」

という規定については、消費者契約法第 8条 1項 1号および同 3号により無効ですので、使

用を停止 し規定の改善を求めます。

第2 申入れの理由

1 第 7条 1項 2号の規定について 【申入れの趣旨 1】

(1)規約によると、途中解約を希望する会員は規定に基づき貴社が用意した解約申請書に記

入捺印し、同書に記載の送付先に簡易書留郵便で提出することとなつております。

同条 1項 1号の早期解約を行 う場合は①書面による申出②電話による申出③来店によ

る申出を認めているところ、同 2項の途中解約においては解約申請書を最寄 りのスタジオ

で手に入れ、同申請書記載の送付先へ簡易書留郵便で提出することとし、それ以外の、来

店、来社による提出は認めず、また、上記申請書以外の受付はいかなる場合もできないこ

ととなつています。

(2)消費者契約法第 10条では、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項

であつて、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効と定めています。

ア 会員は、いつでも契約を解除する権利を有しています。

解除権の行使については、解除権者の意思表示が相手方に到達すればよく、その方法

には制限がないのが原則です (民法第 540条第 1項 )。

したがつて、解除権の行使方法に制限を加える標記規定は、消費者の権利を制限する

ものであるといえます。

イ 契約の変更・解除は、会員の施設利用権に影響を与える重要なものであり、手続きに

あたり本人確認を行 う必要性があることは理解できます。

しかし、例えば、急な転勤等により退会手続きを取る暇もなく遠方への転居を余儀な

くされ、本人が最寄 りのスタジオを直接訪ねるには時間や手間がかかりすぎる場合や、

入院等によりそもそも本人が訪ねることが不可能な場合もあり得ます。そのような場合

にまで、本人が直接スタジオに行かなければ、解約申請書を取得できず、同申請書以外

での電話等による途中解約の受付ができないとするのは、消費者にとつてあまりにも酷

です。

例えば、押印のある書面や、委任状を持つた代理人を通 じての手続きであれば、本人

確認は十分に行えると考えられます し、間違いの許されない公的な手続きについても、



ほとんどの場面で代理人や書面によって行 うことができることからしても、本人が最寄

りのスタジオに直接行かなければ手続きを行えないとするのは行き過ぎであると思われ

ます。

第 6条によると、会員は氏名・住所などの変更を貴社サイ ト上において行 うと定めて

お り、早期解約については上記 (1)の手続を認めていることからすると、途中解約につ

いて過度の制約を課すのは理不尽であり、信義則に反 し消費者の利益を一方的に害する

ものといえます。

(3)よ って、標記規定は、消費者の解約権を不当に制限し、信義則に反 して消費者の利益を

一方的に害するものとして、消費者契約法第 10条により無効ですので、使用を停止 し規定

の改善を求めます。

2 第 10条 1項 1号の規定について 【申入れの趣旨2】

〈1)消費者契約法第 8条第 1項第 1号および同 3号は、消費者契約において、①事業者の債

務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 (1号 )、 ②消費

者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に

生 じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項 (3号)をいずれも無

効とすると規定しています。

(2)民法第 709条では、損害賠償責任を負 う場合について、「故意又は過失」を不法行為の

成立要件 として定めてお り、この「過失Jについては「軽過失」で足 りるとされています。

そして、規約の標記規定は、会員が貴スタジオを利用中、会員 自身が受けた損害に対して

貴社に軽過失がある場合であっても、貴社は一切の損害賠償を負わないと読むことができ

るところ、かかる内容の規定であるとすれば貴社の軽過失による債務不履行または不法行為

の責任の全部を免除する趣旨と解されますので、消費者契約法第 8条第 1項第 1号および同

3号により無効となります。

(3)よ って、標記規定は、上記のとおり無効であり、当事者間の合意によつても消費者に不利

益に変更できない規定部分になりますので、使用を停止し規定の改善を求めます。


